
別表（第３条関係） 
 

１ 
補  助  事  業 

２ 
事業実施主体 

３ 
補 助 対 象 経 費 等          

４ 
基   準   額 

５ 
補助
率 

（１）新型コロナウイルス感
染症患者等入院医療機関等設
備整備事業 
 
（令和５年度新型コロナウイ
ルス感染症緊急包括支援事業
（医療分）実施要綱（令和５
年４月５日医政発0405第３号
厚生労働省医政局長ほか通知
の別紙。以下「国実施要綱」
という。）の３（３）の事業
をいう。） 

（令和５年４月１日
から令和５年５月７
日まで） 
新型コロナウイルス
感染症患者等入院医
療機関の開設者（公
・私立問わない） 
 
（令和５年５月８日
から令和６年３月31
日まで） 
新型コロナウイルス
感染症患者の入院受
入れ実績があり、G-
MIS上に実績及び受
入れ可能病床数等の
入力を行う医療機関
の開設者（公・私立
問わない）及び医療
機関に新型コロナウ
イルス感染症患者（
疑い患者を含む）を
搬送する消防機関 

（令和５年４月１日から令和５年５月７日まで） 
 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関
に必要な病床及び医療資機材等の整備に要する経
費 
（１）新設、増設に伴う初度設備を購入するため

に必要な需要品（消耗品）及び備品購入費 
（２）人工呼吸器及び付帯する備品 
（３）個人防護具（マスク、ゴーグル、ガウン、

グローブ、キャップ、フェイスシールド） 
（４）簡易陰圧装置 
（５）簡易ベッド 
（６）体外式膜型人工肺及び付帯する備品 
（７）簡易病室及び付帯する備品 
 
（令和５年５月８日から令和５年９月30日まで） 

新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れに
必要な病床及び医療資機材等の整備に要する経費 
（１）新設、増設に伴う初度設備を購入するため

に必要な需要品（消耗品）及び備品購入費 
（２）人工呼吸器及び付帯する備品 
（３）個人防護具（マスク、ゴーグル、ガウン、

グローブ、キャップ、フェイスシールド） 
（４）簡易陰圧装置 
（５）簡易ベッド 
（６）体外式膜型人工肺及び付帯する備品 
（７）簡易病室及び付帯する備品 
（８）HEPAフィルター付空気清浄機（陰圧対応可

能なものに限る） 
（９）HEPAフィルター付パーテーション 
※消防機関については、（３）個人防護具（マス

ク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、
フェイスシールド）のみを補助対象とする。 

 
（令和５年10月１日から令和６年３月31日まで） 

新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れに
必要な病床及び医療資機材等の整備に要する経費 

（令和５年４月１日から令和５年５月７日まで） 
（１）新設、増設に伴う初度整備を購入するため
に必要な需要品及び備品購入費 
133,000円×増加病床数 

（２）人工呼吸器及び付帯する備品 
5,000,000円×知事が必要と認めた台数 

（３）個人防護具 
3,600円×知事が必要と認めた人数分 

（４）簡易陰圧装置 
4,320,000円×知事が必要と認めた病床数 

（５）簡易ベッド 
51,400円×知事が必要と認めた台数 

（６）体外式膜型人工肺及び付帯する備品 
21,000,000円×知事が必要と認めた台数 

（７）簡易病室及び付帯する備品 
知事が必要と認めた額（実費相当額） 

 
（令和５年５月８日から令和６年３月31日まで） 
（１）新設、増設に伴う初度整備を購入するため
に必要な需要品及び備品購入費 
133,000円×増加病床数 

（２）人工呼吸器及び付帯する備品 
5,000,000円×知事が必要と認めた台数 

（３）個人防護具 
3,600円×知事が必要と認めた人数分（医療機
関の職員数に発熱患者等の診察日数を乗じた延
べ人数を上限とする） 

（４）簡易陰圧装置 
4,320,000円×知事が必要と認めた病床数 

（５）簡易ベッド 
51,400円×知事が必要と認めた台数 

（６）体外式膜型人工肺及び付帯する備品 
21,000,000円×知事が必要と認めた台数 

（７）簡易病室及び付帯する備品 
知事が必要と認めた額（実費相当額） 

（８）HEPAフィルター付空気清浄機（陰圧対応可
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（１）新設、増設に伴う初度設備を購入するため
に必要な需要品（消耗品）及び備品購入費 

（２）人工呼吸器及び付帯する備品 
（３）個人防護具（マスク、ゴーグル、ガウン、

グローブ、キャップ、フェイスシールド） 
（４）簡易陰圧装置 
（５）簡易ベッド 
（６）体外式膜型人工肺及び付帯する備品 
（７）簡易病室及び付帯する備品 
（８）HEPAフィルター付空気清浄機（陰圧対応可

能なものに限る） 
（９）HEPAフィルター付パーテーション 

ただし、令和２年度から令和４年度まで又は令
和５年４月１日から令和５年９月30日までに本事
業による補助を受けた医療機関においては、上記
対象経費のうち、病棟単位（区画単位含む）から
病室単位による対応への変更に伴い新規に必要と
なる設備及び上記（３）個人防護具以外は補助対
象外とする。また、（３）個人防護具の補助対象
期間は「新型コロナウイルス感染症の令和５年10
月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体
的内容について」（令和５年９月15日付厚生労働
省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連
絡）で定める病床確保の対象期間（以下「病床確
保対象期間」という。）に限るものとする。 
※消防機関については、（３）個人防護具（マス

ク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、
フェイスシールド）のみを補助対象とする。 

能なものに限る） 
１施設当たり905,000円 

（９）HEPAフィルター付パーテーション 
205,000円×知事が必要と認めた台数 

（２）感染症検査機関等設備
整備事業 
 
（国実施要綱の３（５）の事
業をいう。） 

新型コロナウイルス
感染症の検査を実施
する機関の開設者（
公・私立問わない） 

新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機
関が行う設備整備に要する経費（ただし、①検査
情報（開始及び結果）の県への報告及び②検査体
制の強化や拡充、他医療機関採取検体の検査など
地域医療への寄与を満たすものに限る。） 
（１）次世代シークエンサー 
（２）リアルタイムPCR装置（全自動PCR検査装置

を含む） 
（３）等温遺伝子増幅装置 
（４）全自動化学発光酵素免疫測定装置 

なお、（１）～（４）に付帯する備品（検査に
必要不可欠であり、当該検査装置と一体的に利用
するものに限る。）を含む。 

 次により算出された額の合計額 
（１）次世代シークエンサー 
15,000,000円×知事が必要と認めた台数 

（２）リアルタイムＰＣＲ装置（全自動ＰＣＲ検
査装置を含む） 

 15,000,000円×知事が必要と認めた台数 
（３）等温遺伝子増幅装置 
 15,000,000円×知事が必要と認めた台数 
（４）全自動化学発光酵素免疫測定装置 
 15,000,000円×知事が必要と認めた台数 
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※令和５年度の補助対象期間は、令和５年４月１

日から令和５年５月７日までとする。 

（３）新型コロナウイルス感
染症を疑う患者受入れのため
の救急・周産期・小児医療体
制確保事業（設備整備等事業
） 
 
（国実施要綱の３（17）の事
業をいう。） 

（令和５年４月１日
から令和５年５月７
日まで） 
新型コロナウイルス
感染症疑い患者を診
療する医療機関とし
て県が登録した国実
施要綱の３（18）オ
（ア）に規定する救
急医療・周産期医療
・小児医療のいずれ
かを担う医療機関の
開設者 
 
（令和５年５月８日
から令和６年３月31
日まで） 
新型コロナウイルス
感染症疑い患者を診
療した実績があり、
国実施要綱の３（17
）オ（ア）に規定す
る救急医療・周産期
医療・小児医療のい
ずれかを担う医療機
関の開設者 

（令和５年４月１日から令和５年９月30日まで） 
新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診

療するために必要な病床及び医療資機材等の整備
に要する経費 
（１）新設、増設に伴う初度設備を購入するため

に必要な需要品（消耗品）及び備品購入費 
（２）個人防護具（マスク、ゴーグル、ガウン、

グローブ、キャップ、フェイスシールド） 
（３）簡易陰圧装置 
（４）簡易ベッド 
（５）簡易診療室及び付帯する備品 
（６）HEPAフィルター付き空気清浄機（陰圧対応

可能なものに限る） 
（７）HEPAフィルター付きパーテーション 
（８）消毒経費 
（９）救急医療を担う医療機関において、疑い患

者の診療に要する備品 
（10）周産期医療又は小児医療を担う医療機関に

おいて、疑い患者に使用する保育器 
 
（令和５年10月１日から令和６年３月31日まで） 

新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診
療するために必要な病床及び医療資機材等の整備
に要する経費 
（１）新設、増設に伴う初度設備を購入するため

に必要な需要品（消耗品）及び備品購入費 
（２）個人防護具（マスク、ゴーグル、ガウン、

グローブ、キャップ、フェイスシールド） 
（３）簡易陰圧装置 
（４）簡易ベッド 
（５）簡易診療室及び付帯する備品 
（６）HEPAフィルター付き空気清浄機（陰圧対応

可能なものに限る） 
（７）HEPAフィルター付きパーテーション 
（８）救急医療を担う医療機関において、疑い患

者の診療に要する備品 
（９）周産期医療又は小児医療を担う医療機関に

おいて、疑い患者に使用する保育器 

 次により算出された額の合計額 
（１）新設、増設に伴う初度設備を購入するため
に必要な需要品及び備品購入費 
133,000円×増加病床数 

（２）個人防護具 
3,600円×知事が必要と認めた人数分（医療機
関の職員数に発熱患者等の診察日数を乗じた延
べ人数を上限とする） 

（３）簡易陰圧装置 
4,320,000円×知事が必要と認めた病床数 

（４）簡易ベッド 
51,400円×知事が必要と認めた台数 

（５）簡易診療室及び付帯する備品 
知事が必要と認めた額 

（６）HEPAフィルター付き空気清浄機（陰圧対応
も可能なものに限る） 
１施設当たり905,000円 

（７）HEPAフィルター付きパーテーション 
205,000円×知事が必要と認めた台数 

（８）消毒経費 
知事が必要と認めた額 

（９）救急医療を担う医療機関において、疑い患
者の診療に要する備品 
１施設当たり300,000円 

（10）周産期医療又は小児医療を担う医療機関に
おいて、疑い患者に使用する保育器 
１台当たり1,500,000円 
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ただし、令和２年度から令和４年度まで又は令
和５年４月１日から令和５年９月30日までに本事
業による補助を受けた医療機関においては、上記
（３）個人防護具以外は補助対象外とする。また
、（３）個人防護具の補助対象期間は病床確保対
象期間に限るものとする。 

（４）新型コロナウイルス感
染症重点医療機関等設備整備
事業 
 
（国実施要綱の３（16）の事
業をいう。） 

県から指定を受けた
重点医療機関 

新型コロナウイルス感染症患者に高度かつ適切
な医療を提供するために必要な医療資機材等の整
備に要する経費 
（１）超音波画像診断装置 
（２）血液浄化装置 
（３）気管支鏡 
（４）ＣＴ撮影装置等（画像診断支援プログラム

を含む） 
（５）生体情報モニタ 
（６）分娩監視装置 
（７）新生児モニタ 
 
※令和５年度の補助対象期間は、令和５年４月１

日から令和５年５月７日までとする。 

次により算出された額の合計額 
（１）超音波画像診断装置 
１台当たり11,000,000円 

（２）血液浄化装置 
１台当たり6,600,000円 

（３）気管支鏡 
１台当たり5,500,000円 

（４）ＣＴ撮影装置等（画像診断支援プログラム
を含む） 
１台当たり66,000,000円 

（５）生体情報モニタ 
１台当たり1,100,000円 

（６）分娩監視装置 
１台当たり2,200,000円 

（７）新生児モニタ 
１台当たり1,100,000円 
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